
震災対応 自民党が提案する法律 

■自民党の提案をもとに成立、及び成立が見込まれる法律案 

（議員提出法案）  

 東日本大震災復興基本法案  

 津波対策の推進に関する法律案  

 東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律案  

  

（内閣提出法案）  

震災関係の内閣提出法案は、そのほとんどがわが党の提言に沿ったものであり、主なものは下記の

通り。 

 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案  

 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案  

 地方税法の一部を改正する法律案  

 東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措

置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案  

 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律案  

 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改

正する法律案  

 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関

する法律案  

 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律案  

 東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律案  

 平成 23 年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律案  

 ほか  

  

■議員提案での提出、及びその準備が進められている法律案 

 「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案」（仮称）  



東日本大震災による原子力事故を教訓とし、このような事故の再発を防ぐことが肝要である。このため、

国会に原子力事故調査委員会を設置し、事故の経緯・原因等を徹底的に調査・究明する。 

  

 「原子力事故被害緊急措置法案」（仮称）  

原子力損害賠償に関して避難者をはじめ、農林漁業者及び中小企業者に対して早期の支払いのため、

国が仮払いをするための措置を行う。 

  

 「東日本大震災二重債務救済法案」（仮称）  

１）被災者の再スタートを支援し、被災地域からの産業や人口の流出を防ぎ、復興の 前提を確保するた

め、被災者（中小・小規模企業、個人事業者、農林水産業者等）の既存債務を公的な機構で買取り、資

本扱いとし、経営助言等を行って長期の再生を目指す。 

２）事業関連性のない個人住宅ローンについては、各人の希望に応じて簡素な債務整理（特定調停、民

事再生等）を実施し、個人所有住宅の新規取得を希望する被災者には公的な低金利・据置長期の融資、

公的住宅の一定期間後の払下げ、個人の所有地との交換を検討する。年齢等の理由により個人所有

住宅の再取得を希望しない被災者については、福祉施設等への入居を公的に支援する。 

３）財源は、政府保証や、交付国債を活用して、即時の税金投入を最小限に抑えるとともに、業界のセー

フティーネット資金〔預金、貯金保険等〕を活用し、持込金融機関の関与も担保する。原発由来の債務に

かかる負担は、原発災害の補償制度への求償を行う。 

 「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案」（仮称）  

国が責任を持って迅速に災害廃棄物（ガレキ）の処理を進めるため、国の責務を明らかにするとともに、

国の代行に関する規定を設け、災害廃棄物処理に要する費用を全額国が負担すること等について定

める。 

  

 「東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等事業に関する特

別の助成措置等に関する法律案」  



１）私立学校（学校教育法１条の「学校」）の災害復旧に要する工事費及び事務費について、国が「３分の２を

補助する」（国庫補助の公立学校と同率へのかさ上げ）。さらに、残りの３分の１の災害復旧事業について、

地方公共団体が私学助成を行う場合は、国が当該地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付す

る。 

２）専修学校又は各種学校等の災害復旧に要する工事費及び事務費について、国は「予算の範囲内におい

て、その３分の２を補助することができる」（従来の制度にはない国庫補助の創設）。さらに、私立学校と同様

に、地方公共団体が私学助成を行う場合は、国が当該地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交

付する。 

３）日本私立学校振興・共済事業団は、東日本大震災により被害を受けた私立学校又は専修学校若しくは

各種学校の設置者に対し、通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付け、貸付金に係る元金の償還又は

利息の支払いを猶予するなど、私立学校教育に対する援助に努める。 

  

 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律を廃止する法

律案」（仮称）  

東日本大震災における教育復旧・復興（被災児童生徒等に対する給付型奨学金の創設など）の財源

に充てるため、高校授業料無償化制度を廃止する。 

  

□ 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正案（公明党と共同提案の予定） 

  

■これまでの提言を実現するために必要と思われる法律案 

１．東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案（仮称） 

・市町村合併による合併特例債等の事業については、震災による影響に鑑みて、期間の延長が行える

ようにすること。  

・地すべり、地盤崩落対策 

（１）災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業等に係る補助率の嵩上げ、事業要件の緩和等（急傾斜地

の崩壊による土砂災害の防止に関する法律の特例）  



（２）大規模盛土造成地滑動崩落防止事業に係る国の負担の特例、事業要件の緩和  

（３）住宅地区改良事業等に係る補助率の嵩上げ、事業要件の緩和等（住宅地区改良法の特例） 

・三桁国道の災害復旧事業等については、現行法に基づく国の代行措置に加え、国が一括して費用を

負担できるようにすること（公共工事代行法の特例）。  

・被災建設業の復旧のため、工事中に滅失した建設機械等の損害に対し必要な支援措置を講じるこ

と。 

  

２．東日本大震災に対処するための農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律及び激

甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の特例等に関する法律案（仮称） 

・農業用施設の災害復旧事業について、現行法で対象となっている共同利用施設のほか、農業者等

が所有する農業用施設についても対象とすること。 

・災害復旧事業については原形復旧が原則とされているが、食料基地の「復興再生」という理念を踏ま

え、災害復旧事業対象施設の高度化、統廃合、移設、新築等についても国庫補助の対象に加えるこ

と。 

  

３．東日本大震災による被害を受けた畜産業及び酪農業の経営の再建のための特別の財政援助等に関する法

律案（仮称） 

酪農及び繁殖を行う農家の経営再建を支援するため、国が酪農組合等を強力に支援し、農家を雇用

し、一定の段階で農家に払下げするなどの仕組みを立ち上げること。 

  

４．東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案（仮称） 

・被災した公立学校に対する指定寄附を認める寄附優遇税制（母校支援寄附）を創設すること。（公立

学校に対する寄附自体は現行法でも寄附金控除の対象となるが、国税臨特法８条２項の特定震災指

定寄附金に含める場合には法律改正が必要。）  

・被災二輪車については、自動車重量税を還付し、被災車両の廃車代替として新車の購入時に、自動

車重量税を免除すること。  

・農業経営再開に向けて、新たな準備金制度の創設等、税制上の特例を追加すること。また、法人税

の繰り戻し還付期間を繰越損失の遡及期間並みに５～７年とすること。 



  

５．地方税法の一部を改正する法律案 

・原発被害地域・液状化等の被害を受けた地域における土地、家屋、農地に係る固定資産税・都市計

画税について減免すること。 

・先般決定された被災土地・家屋に係る課税の減免措置（不動産取得税）を液状化についても適用す

ること。 

  

６．東日本巨大地震・津波災害等に係る災害臨時交付金に関する法律案（仮称） 

「災害臨時交付金」の交付額は、被災自治体による復旧・復興に必要な経費の見積額を参考に算出す

ること。 

  

７．復興特別区域法案（仮称） 

被災地域における新たな都市計画等の立案及び実施等に関し、規制の特例措置その 他の特別の措

置を適用する「特区」制度を創設すること（東日本大震災復興基本法 案に基づき措置予定）。具体的

には、「特区」において、地域に必要な薬局が適正に 配置されるようにするため、医薬品の提供体制

に関する計画、当該計画に従わない 場合の勧告、当該勧告に従わない場合に保険薬局の指定をし

ない措置等に関し規定 を設けること。 

  

８．被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案（仮称） 

・被災者生活再建支援基金に対する国による資金の拠出又は被災者生活再建支援基金に係る国の

補助割合（２分の１）を引き上げること。  

・支援制度の対象、金額を拡充すること。 

・液状化等により宅地に被害が生じた場合の支援金の支給を拡充すること。 

  

９．東日本大震災に伴う公益法人への移行期間の特例に関する法律案（仮称） 



東日本大震災に伴い、移行期間内に公益認定の申請を行うことが困難な特例民法法人（被災地の三

師会等）について、新公益法人への移行の期限（平成 25年 11月 30日）を延長すること（一般社団・財

団法人法等整備法第 44 条の特例）。 

  

10．特定大学等が被災学生等に係る授業料の減免を行った場合における国等による特別の補助に関する法律

案(仮称) 

財政難の学校が学生等の支援を行う場合にそれを補助する制度について特別立法 により創設するこ

と。 

  

11．東日本大震災による被災児童生徒等の就学機会の確保等のための特別措置に関する法律案（仮称） 

・就学援助手当の支給、特別給付型奨学金の創設など 

・転入学の手続、教科書、学用品等の無償給与、課程修了の認定その他の教育行政に係る事務の弾

力的かつ円滑な実施 

  

12．地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案 

学校、公民館等において災害対応設備（燃料電池や太陽光発電、蓄電池、暖房設備）の整備等を行う

場合における国の負担割合を現行の２分の１から引き上げる。 

  

13．中小企業信用保険法の一部を改正する法律案（仮称） 

日本政策金融公庫の保険契約として、特許権等の知的財産権を担保とした債務の保証に係る保険契

約を規定すること。 

  

14．防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の一部を改正する法律案

（仮称） 

国の補助割合（４分の３を下回らない割合）の引上げを行うこと。 



  

15．東日本大震災に伴う土地権利の確定のための関係法律の特例に関する法律案（仮称） 

インフラ・民間施設等の整備を行う際の土地権利の確定について、民法等の特例措置等を含めて法整

備を進めること。 

  

16．東日本大震災に対処するための建設業法の特例に関する法律案（仮称） 

被災地の建設土木業の主任技術者及び監理技術者の専任配置を緩和すること。 

  

17．東日本大震災に対処するための会計法及び地方自治法の特例に関する法律案（仮称） 

・被災地域の復旧・復興事業に関し、指名競争入札等の活用により契約にかかる 時間を大幅に短縮

した迅速な発注を行うこと。  

・これまで地域の防災に貢献してきた企業との随意契約による事業のスピードアップを図ること。 

  

18．東日本大震災に対処するための道路法の特例に関する法律案（仮称） 

大型建設機械の輸送規制緩和、手続の簡素化を図ること。 

  

19．農林漁業・農山漁村の東日本大震災からの復興再生のための漁業災害補償法の特例に関する法律（仮称） 

漁業共済加入要件の特例措置を定めること。 

  

20．農林漁業及び農山漁村の東日本大震災からの復興再生のための基本方針等に関する法律案（仮称） 

・目的、基本理念、国の責務 

・農林漁業・農山漁村復興再生計画（復興のマスタープラン）の策定 

・計画策定の際には、関係する地方公共団体、農林漁業者等の意向や現状に十分配慮することとし、



可及的速やかに策定を行うこと。 

・津波による甚大な被害を受けた農地について、早期の経営再開が可能となるよう、地域のニーズを

踏まえた土地利用計画を早急に策定すること。 

・土地改良法・農振法と都市計画法の一体的運用 

・被災農地の公有化事業の実施 

  

21．東日本大震災に対処するための天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の

特例に関する法律案（仮称） 

天災融資制度における貸付対象の拡大、貸付限度額の引上げ、償還期限の延長 

  

22．平成二十三年原子力事故による農用地の土壌汚染等の被害に対する特別措置に関する法律案（仮称） 

原因者負担を伴う放射性物質除去事業の実施 

  

23．東日本大震災に対処するための農業協同組合に関する特別措置法案（仮称） 

・被災した農業協同組合の合併支援措置の特例（農業協同組合合併助成法の特例）  

・農業協同組合の医療に関する施設の員外利用の制限の適用除外（農業協同組合法の特例） 

  

24．農林漁業・農山漁村復興再生基金法案（仮称） 

・畜産酪農をはじめとする長期にわたる農業の経営再生及び水産業復興のため地域の特性に応じた

柔軟な対応を図るための基金を設置すること。  

・基金への国費の支出について定めること。 

  

25．地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案（仮称） 

学校、公民館等において災害対応設備（燃料電池や太陽光発電、蓄電池、暖房設備）の整備等を行う

場合における国の負担割合を現行の１／２から引き上げること。 



  

26．東日本巨大地震・津波被害等を受けた地域における被災失業者の公共事業への就労促進に関する特別措

置法案（仮称） 

被災地復興のために行われる公共事業に被災失業者が一定の割合（最大 40％）で雇用されることを

確保すること。以上 

 


